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１．短期調査員の派遣１．短期調査員の派遣１．短期調査員の派遣１．短期調査員の派遣１．短期調査員の派遣

１－１　調査員派遣の経緯と目的

　ドミニカ国において、農業生産は国内生産の12.7％、農家人口は総人口782万人のうち22％にあ

たる170万人を占めている（1995）。また、総輸出額に占める農産物の割合は45％（1994）であ

り、同国経済・社会における農業の役割は大きい。しかし、ここ数年間の農業人口の減少に伴う

耕作面積の減少や既存灌漑施設の老朽化により農作物の総生産量は必ずしも安定しておらず、単

位面積当たりの収量を増加させるための効率的な農業が求められている。特に灌漑農業について

は、既存灌漑施設が施設自体の老朽化や不適切な水管理のためにフル稼働しておらず、灌漑用水

不足の問題を引き起こしている。

　ドミニカ国政府は、継続的な経済発展及び人口増加の結果による国内食糧需要の伸びに対応す

るため、農業生産の増加を優先政策課題としている。国家社会経済開発戦略の中の灌漑農業に関

する重要方針は、既存灌漑施設の復旧と維持管理、農民への施設移管による水管理システムの改

善を促進させることとされている。

　このような状況下で、水利庁（INDRHI）は、灌漑施設がすでに導入された地域の灌漑効率を高

める活動の一環として、水管理、灌漑施設維持管理に携わる技術者の能力向上と農家による水管

理組織の機能強化を進めてきた。しかし、INDRHIの不十分な予算と技術者の能力不足により、こ

れまで十分な成果があがっていないことから、ドミニカ共和国政府は日本国政府に対し、技術者

の水管理・灌漑施設維持管理技術の向上と農家による水管理組織運営の強化を目的としたプロジェ

クト方式技術協力を要請してきた。

　これを受けて、1999年７月20日から８月２日までの日程で事前調査団が派遣された。同調査団

は既存の研修センター、灌漑施設、水利組織の調査、ドミニカ国側との協議を通して、要請の背

景及び内容、プロジェクトの国家計画における位置づけを把握し、プロジェクトの妥当性を確認

した。

　この調査結果を踏まえ、今般は以下の目的で、短期調査員を派遣した。

(1) ドミニカ国における営農状況、灌漑施設の現状、水管理手法、農民組織等を調査し、対象

地区農業の現状を把握するとともに、プロジェクト活動内容策定に係る情報を収集する。

(2) 事前調査で明らかになったプロジェクト目標及び活動分野について確認し、具体的な活動

内容を絞り込む。

(3) ドミニカ国側のプロジェクト実施体制等について、調査し、本プロジェクト実施のための

具体的な体制（組織、予算、人員等）のあり方について相手側と協議する。

(4) プロジェクト拠点施設整備に係る施設内容・規模・資金について調査し、ドミニカ国側と

協議・確認する。
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(5) 前述を踏まえて、プロジェクト基本計画（案）を協議、確認し、今後さらに調査、検討を

要する事項及び留意すべき事項を整理する。

(6) 協議結果をミニッツに取りまとめ、署名・確認する。

１－２　調査員の構成

１－３　調査員の業務分担と主要調査・協議事項

(1) 業務分担

１）総括

　調査員を総括するとともに、調査の総括責任者として調査の取りまとめを行い、以下の業

務の円滑な推進を図る。

①　調査員を代表して、相手国側政府関係機関に本調査の目的及び内容を説明する。

②　協議及び現地調査において調査員代表として参画し、適時指導・助言を行う。

③　具体的なプロジェクトの実施体制及び協力内容について、調査員を代表して見解を述べ

るとともに、相手側と協議を行い、結果を基本計画（案）としてまとめる。

④　調査及び先方との協議の結果を、ミニッツとして取りまとめ、相手側代表と署名・交換

を行う。

⑤　帰国後、調査及び協議の結果について、調査員を代表して報告し、各調査員と協力して

報告書を取りまとめる。

２）水管理/水利組織

①　現地調査・協議を通じて専門的見地から調査地域における水管理手法及び水利用者組織

等の現状及び問題点を把握し、プロジェクトにおいて想定される活動内容を策定する。

②　相手国との協議に参加し、当該分野に係る協力の基本計画（案）及びミニッツ作成につ

いて総括を補佐する。

③　調査・協議内容とそれを総合的かつ専門的見地から解析・検討した結果について、帰国

後報告を行うとともに、他の調査員と協力して報告書を作成する。

担当分野 氏　　名 所　　　　　属
総　　括 関　　光男 農林水産省関東農政局土地改良技術事務所長
水管理/水利組織 永代成日出 国際協力事業団国際協力総合研修所国際協力専門員
施設管理 森　　　淳 農林水産省農業工学研究所企画連絡室研修課長
栽　　培 草野　浩一 農林水産省農産園芸局農産課種子雑穀係長
参加型計画 東野　英昭 株式会社レックス・インターナショナル
技術協力 山口　和敏 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課



－93－

３）施設管理

①　現地調査・協議を通じて専門的見地から調査地域における灌漑排水施設の現状及び問題

点を把握し、プロジェクトにおいて想定される活動内容を策定する。

②　相手国との協議に参加し、当該分野に係る協力の基本計画（案）及びミニッツ作成につ

いて総括を補佐する。

③　調査・協議内容とそれを総合的かつ専門的見地から解析・検討した結果について、帰国

後報告を行うとともに、他の調査員と協力して報告書を作成する。

４）栽培

①　現地調査・協議を通じて専門的見地から調査地域における作物栽培状況及び問題点を把

握し、プロジェクトにおいて想定される活動内容を策定する。

②　相手国との協議に参加し、当該分野に係る協力の基本計画（案）及びミニッツ作成につ

いて総括を補佐する。

③　調査・協議内容とそれを総合的かつ専門的見地から解析・検討した結果について、帰国

後報告を行うとともに、他の調査員と協力して報告書を作成する。

５）参加型計画

①　参加者分析、問題分析、目的分析、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

作成のワークショップにおいて、モデレーターを担当する。

②　上記の結果を取りまとめる。

③　相手国との協議に参加し、当該分野に係る協力の基本計画（案）及びミニッツ作成につ

いて総括を補佐する。

④　帰国後、調査及び協議の結果を報告し、他の調査員と協力して報告書を取りまとめる。

６）技術協力

①　総括の業務を補佐するとともに、調査を効率的・効果的に実施するため、団員の業務を

調整する。

②　現地調査・協議を通じてプロジェクト方式技術協力を実施するうえでの課題等を整理す

るとともに、今後の対処方針の検討を行う。

③　相手国との協議結果について取りまとめを行うともに、協力の基本計画（案）及びミ

ニッツ作成について総括を補佐する。

④　帰国後、調査及び協議の結果を報告し、他の調査員と協力して報告書を取りまとめる。

(2) 主な調査及び協議事項

１）ボナオ地区現地調査を中心とした研修拠点及びモデルサイトの選定

２）現地調査、水利庁及び農務省との協議によるプロジェクト活動内容策定に係る情報の収集
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３）参加型ワークショップ実施によるプロジェクト目標、活動分野の確認及び具体的な活動内

容の絞り込み

４）ドミニカ国側のプロジェクト実施体制（組織、予算、人員等）等に係る協議

５）上記を踏まえた、プロジェクト基本計画（案）の協議及び確認、今後の要調査、検討事項

及び留意すべき事項の整理

６）協議結果を取りまとめたミニッツの署名・交換

１－４　調査日程

　期間：2000年（平成12年）２月13日（日）から２月26日（土）まで：計14日間

１－５　主要面談者

(1) 水利庁（Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos: INDRHI）

Mr. Francisco Rodríguez 長官

Mr. Antonio Manuel de Jesús Camilo アシスタントアドバイザー室長

Mr. Juan Sarmiento 灌漑部長

Ms. María Esther Soriano 灌漑部農地水利課長

Mr. Dionisio Mejía 灌漑部組織研修課長

Mr. Raul Pérez 計画部長

日順 月日(曜) 行　程 調　査　内　容
１ ２月 13 日（日）成田

→ニューヨーク
移動
（成田 12:00 発　JL006　10:15 着　ニューヨーク）

２ ２月 14 日（月）ニューヨーク
→サント・ドミンゴ

移動
（ニューヨーク 9:00 発　AA735　13:50 着　サント・ドミンゴ）
JICA事務所表敬

３ ２月 15 日（火）サント・ドミンゴ 水利庁副長官表敬/全体協議及び分野別協議
日本大使館表敬

４ ２月 16 日（水） 〃 ボナオ畜現地調査：農務省稲作振興部（DFA）、
国立稲作研修センター（CENACA）、
稲作試験センター（CEDIA）、水利庁ボナオ地域事務所

５ ２月 17 日（木） 〃 PCMワークショップ（水利庁）
６ ２月 18 日（金） 〃 PCMワークショップ（水利庁）/ボナオ地区灌漑施設現地調査
７ ２月 19 日（土） 〃 分野別協議（水利庁）、ボナオ地区灌漑施設現地調査
８ ２月 20 日（日） 〃 プロジェクト関係者ヒアリング、団内打合せ
９ ２月 21 日（月） 〃 全体協議（水利庁）
10 ２月 22 日（火） 〃 ミニッツ案最終協議（水利庁）
11 ２月 23 日（水） 〃 ミニッツ署名・交換、日本大使館報告、JICA事務所報告
12 ２月 24 日（木）サント・ドミンゴ

→ニューヨーク
移動
（サント・ドミンゴ 15:18 発　AA1728　18:19 着ニューヨーク）

13 ２月 25 日（金）ニューヨーク
→成田

移動
（ニューヨーク 12:10 発　JL005 成田 26 日 16:10 着）

14 ２月 26 日（土）成田着 帰国
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Mr. Leovaldo Castaño 計画部長アシスタント

Mr. Nelson Romero PROMASIRコーディネーター

Mr. Andrés Fernández PROMATRECコーディネーター

Mr. Pablo E. Sánchez PROMATRECバニー、アスア担当

Mr. Feliz Ramón Moya ジュナカム地方灌漑事務所組織部長

永木　隆介 別専門家（灌漑農業開発政策アドバイザー）

品川　具博 青年海外協力隊員

（バジェ・デ・アスア地方灌漑事務所）

仲亀　英子 青年海外協力隊員（アルト・ジャケ・エル・

ノルテ地方灌漑事務所）

(2) 農務省（Secretaría de Estado de Agricultura: SEA）

Mr. Amilcar Romero P. 大臣

Mr. Erasmo Durán 研究担当次官筆頭アシスタント

Mr. Henry Guerrero 研修普及部長

Mr. Andrés Gómez 研修普及部次長

Mr. Vinicio Castillo 稲作試験センター（CEDIA）研究員

Ms. Ineko Hodai 稲作試験センター（CEDIA）研究員

Mr. Jesús Rosario 稲作試験センター（CEDIA）研究員

(3) 水利組合/農家代表

Mr. Silvio A. Jiménez ラ・ベガ地方水利組合連合体組合長

Mr. Juanito Montilla ニサオーバルデシア水利組合マネージャー

Mr. Manuel H. Castillo ペデルナレス地区農家

Mr. Herminio Constanza フマーボナオ地区農家

Mr. Roberto Fabián フマーボナオ地区農家

(4) 大統領府技術庁（Secretaría Técnica de Presidencia: STP）

羽田　由紀子 個別専門家（政策アドバイザー）

(5) 在ドミニカ共和国日本大使館

渡邉　利夫 参事官

田中　忠重 書記官
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(6) JICAドミニカ共和国事務所

青山　豪 所長

竹内　淳 次長

高橋　政行 所員

Mr. José Darío Contreras 現地職員

島崎　マリ 通訳
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２．主な調査・協議結果と基本計画（案）２．主な調査・協議結果と基本計画（案）２．主な調査・協議結果と基本計画（案）２．主な調査・協議結果と基本計画（案）２．主な調査・協議結果と基本計画（案）

　本短期調査員チーム６名は、2000年２月13日から同26日までの日程でドミニカ共和国を訪問し、

同国から要請された「ドミニカ共和国灌漑農業開発研修センター計画」に係るプロジェクト基本

計画（案）の骨格について、調査・協議を行った。

　本短期調査員派遣を前に我が国の国内事情に変化があった。すなわち、先の事前調査でプロジェ

クトに不可欠とされた”サンティアゴの灌漑農業開発研修センター”が、無償資金協力案件とし

て採択されず、その建設が不可能になった。このため、プロジェクトサイト及びモデル地区の選

定、プロジェクト目標と活動内容、プロジェクト実施体制等を改めて関係各機関と検討すること

となり、調査・協議の結果、研修拠点を首都サント・ドミンゴに近いボナオ地区に置くことなど、

以下の各点について合意した。

　合意事項はミニッツ（付属資料１．）として取りまとめ、総括調査員とドミニカ国水利庁長官

及び農務大臣との間で署名・交換を行った。

　農務大臣を署名者に加えたのは、本プロジェクトにおける農務省の協力を明確にするためであ

る。

(1) ボナオ地区現地調査を中心とした研修拠点及びモデルサイトの選定

　調査にあたって、水利庁より以下の２つのオプションが提案された。

①サンティアゴにある農地庁所管の研修施設（CECARA）を拠点とし、周辺の水利組合か

らモデルサイトを選定する案

②ボナオにある農務省所管の稲作研修センター（CENACA）を拠点とし、周辺の灌漑地区

からモデルサイトを選定する案

　①ついては、事前調査ですでに簡単に調査済みなので、本調査では、まず②について調査

し、双方の状況を把握した時点で、①、②のうちから研修拠点及びモデルサイト候補地に適す

る場所を重点的に調査する方針をドミニカ国側に伝え、了解を得た。

　調査の結果②のボナオ地区は、首都サント・ドミンゴから１時間と比較的近い立地であり、

研修拠点としてはすでに稲作研修を実施している機関であるうえに、国立の稲作試験センター

に隣接していること、モデルサイトとしては、稲作中心地帯にあって、モデル地区に適当な規

模の水利組合化された１つの水路系からなる灌漑区が存在するなど、プロジェクト活動により

適した条件を満たすとドミニカ側に説明し、以下のとおり、両者で合意した。
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プロジェクトサイト：水利庁本部（サント・ドミンゴ）

研修拠点：農務省国立稲作研修センター（ボナオ）

モデル灌漑区：リンコンダム灌漑区（ジョナカム灌漑地区内（注））

（注）水利庁がボナオ、ラ・ベガ地域を管轄する灌漑地区

(2) 参加型ワークショップ実施によるプロジェクト目標、活動分野の確認及び具体的な活動内

容の絞り込み

　水利庁において、水利組合技術者、農民代表、水利庁技術者及び幹部、農務省幹部、ボナオ

国立稲作試験センター技術者、日本側調査員、青年海外協力隊員を集めて、２日間の短期間で

あるが、PCMワークショップを開催し、参加者分析、問題分析、目的分析及びプロジェクト・

デザイン・マトリックス（PDM）の完成まで実施した。ワークショップ結果によるプロジェ

クト目標等は以下のとおりである。

(1) スーパーゴール

　ドミニカ共和国の灌漑農業の生産性が向上する。

(2) 上位目標

　研修を受講した水利組合指導者・水利庁・農務省の職員が所属の灌漑区で技術を

普及し、水利組合の水管理、施設維持管理、栽培の技術が向上し、当該灌漑区で水

利組合の組織が強化され、施設移管が円滑に行われる。

(3) プロジェクト目標

　水利組合指導者・水利庁・農務省の職員がプロジェクトにおける研修を通じ、水

管理、施設維持管理、栽培に関する技術・知識を向上させる。

　また、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）ワークショップにおいて整理し

た活動内容について、各分野別に分かれて水利庁、農務省技術者と協議を行い、プロジェクト

活動内容について、次のとおり合意を得た。
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(3) プロジェクト実施体制（組織、予算、人員等）等に係る協議

　2000年５月に大統領選挙が予定されており、新政権発足後の実施体制について未知数が多い

ものの、本プロジェクトの活動を進めて行くにあたって必要な実施体制を協議し、以下につい

て合意を得て、ミニッツに盛り込んだ。なお、具体的なカウンターパートの氏名やポストにつ

いては、ドミニカ国側が明言を避けた。

１）専門家チーム

　チーフアドバイザー（プロジェクトリーダー）、業務調整、水管理/水利組織、施設管理/

システム開発、稲作栽培（計５名）、短期専門家（必要に応じた分野）

２）ドミニカ共和国側のプロジェクト実施体制

①　プロジェクトの組織的位置づけ

　水利庁研修部（組織研修課を部に昇格予定）直下に位置づけ、水利庁プロジェクト室長

（専任配置予定）を日本人チーフアドバイザーのカウンターパートとする。水利庁長官は

プロジェクトダイレクターとしてプロジェクト実施の総責任を負う。

１　水管理/水利組織分野
　１－１　水管理マニュアル（技術者用・農民用）を作成する
　１－２　モデル灌漑地区で基幹施設レベルの水管理改善手法を検討、提案、指導する
　１－３　モデル圃場で圃場レベルの水管理改善手法を検討、提案、指導する
　１－４　モデル灌漑地区で水利組合の改善点を提案し指導する
　１－５　水利組合の組織・活動強化の指針を作成する
　１－６　水管理/水利組織分野の研修プログラムを作成し実施する
　１－７　ドミニカ人講師を養成する
２　施設維持管理分野
　２－１　モデル灌漑区の施設維持管理手法を検討、提案、指導する
　２－２　施設維持管理マニュアル（技術者用・農民用）を作成する
　２－３　施設維持管理の研修プログラムを作成する
　２－４　ドミニカ人講師の養成
３　システム開発
　３－１　モデル灌漑区の管理システムを開発する
　３－２　水管理用のコンピュータプログラムを開発する
　３－３　受益者データベースを作成する
４　栽培分野
　４－１　水稲栽培技術の現状について調査を行う
　４－２　圃場内の生育ステージに応じた適切な水管理方法について検討、提案する
　４－３　地域条件に応じたモデル的な水稲栽培方法（効率的な病虫害防除法等）について
　　　　　検討提案する
　４－４　適切な研修用教材の作成を検討する
　４－５　モデル地区での現地実証圃場を設置する
　４－６　上記の活動を通じて当該分野のドミニカ人講師を養成する
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②　ボナオ研修施設の位置づけ

　農務省の施設である国立稲作研修センター内に水利庁所属の研修事務所を新たに設置

し、プロジェクト活動に活用する。

③　ドミニカ国側カウンターパート（C/P）の配置

　チーフアドバイザー：プロジェクト室長(1)兼ボナオ水利庁研修事務所長(1)

　業務調整：プロジェクト室業務調整担当者(1)

　水管理/水利組織、施設管理/システム開発：首都のプロジェクト室に各１名以上の

C/P、ボナオにも現場C/Pを各１名配置

　栽培：首都のプロジェクト室に１名以上のC/P、ボナオに現場C/Pを２名配置

(4) 上記を踏まえた、プロジェクト基本計画（案）の協議及び確認、今後の要調査、検討事項

及び留意すべき事項の整理

　以下のとおり、整理した。

１）ドミニカ国側の具体的なC/P候補者名の確認

２）ドミニカ国側の組織的な位置づけの再確認

３）ドミニカ国側の予算計画の確認

４）ドミニカ国側施設（研修施設、モデル地区、モデル圃場、試験圃場インフラ）整備計画の

確認

５）日本側プロジェクト基盤整備事業に係る内容、規模等の確認

６）供与機材リスト作成のための準備

７）プロジェクト開始時期の確認

８）基本計画、暫定実施計画（Tentative Schedule of Implementation: TSI）の確認
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３．３．３．３．３．PCMPCMPCMPCMPCMワークショップワークショップワークショップワークショップワークショップ

３－１　ワークショップの目的

　本ワークショップは、以下の目的のために開催された。

(1) ドミニカ共和国・日本両国のプロジェクト関係者が参加して、PCMワークショップを行い、

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を作成し、プロジェクト目標を確認する。

(2) プロジェクト目標を達成し、プロジェクトを成功裡に完了させるために必要な活動を関係

者で確認し、プロジェクトの基本計画案の作成に資する。

(3) プロジェクト関係者にプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）における参加型

計画手法を周知させる。

　PCM手法における、参加型ワークショップは、参加者分析、問題分析から始まり、目的分析を

経て、プロジェクトの選択、PDMの作成に至るのが、通常の作業の流れである。今回は、プロ

ジェクトはすでに選択されている（「灌漑農業開発研修センター」に関するプロジェクト方式技

術協力）ため、プロジェクトの目標の確認をはじめ、問題点の確認とプロジェクト基本方針に関

する合意形成に重点を置いてワークショップを行った。

３－２　ワークショップの日程

　PCMワークショップはサント・ドミンゴ市内にある水利庁の旧館３階の会議室を使用し、表3-1

に示す日程で実施された。初日、２日目とも午前９時に開始する予定であったが、交通事情の悪さ

などで、地方からの参加者の一部が定時に参集できず、両日とも実際には９時半前後の開催となっ

た。

表3-1　ワークショップの日程

日　　時 作業の内容（午前 9:00～午後 16:00）

２月 17 日 イントロダクション・PCM形式での自己紹介

PCMの概要、参加型手法の概要説明

参加者分析、問題分析（２グループ）

２月 18 日 問題分析のまとめ（グループ案のすり合わせ、全体案の作成）

目的分析

PDMの作成（プロジェクト目標の確認等・質疑応答
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３－３　ワークショップの参加者・運営方法

　ドミニカ共和国側の参加者は付属資料２．に示すとおり、水利庁、農務省、水利組合連合体か

らの24名であった。これに日本側の参加者12名を加え36名となり、通常のPCMの参加者に比し倍

のサイズでの開催となった。

　ドミニカ国側参加者の国民性から意見交換が活発であることが予想されたが、ワークショップ

の時間が限られており、効率的に議論を進める必要があったため、①今回の調査の背景をまとめ

た資料を配付して議論の拡散を防ぐとともに、②参加者を２グループに分けて問題分析を行い、

その結果を持ち寄り他方の結果を検討することとした。その結果、合意形成までの時間を短縮す

るとともに、PCM手法の演習という意味からも、参加者の議論への関与の度合いを高めることが

できたと考える。目的分析から後の段階は全員で行い、PDM（付属資料３．）を作成した。

３－４　ワークショップの成果

　プロジェクト目標、成果及び活動内容の方向に関する合意を十分に形成し、当初の目標を達成

できたと考える。しかし、出席者のほぼ全員がPCM手法に未経験であったこと、予想されたよう

に議論が活発であったこと、実施期間が２日間と限られていたことなどの理由から、PDMのう

ち、指標の策定について一部が完成しなかった。指標については技術的視点から、なるべく定量

的に設定する必要があるため、情報が十分でない今回のワークショップの時点では、やむを得な

いものと思われる。

　ワークショップでの主な成果は以下に示すとおりである。

(1) ターゲットグループの選定

　ターゲットグループは「水利組合指導者及び水利庁・農務省技術者」とした。

　選定理由は次のとおりである。

１）水利組合の指導者：研修の直接の対象者（受益者）として灌漑農業地域の水利組合員（農

民）が想定される。プロジェクト期間は５年間と限られているため、水利組合の指導者層

（技術者）を研修することが現実的であることから、指導者（技術者）とした。

２）水利庁・農務省技術者：　水利組合に灌漑施設を移管する際に技術的な側面から、水利組

合の自立を支援する役割を担う、水利庁・農務省の技術者を研修することで、プロジェクト

の効果を高めると思われることから選定した。

(2) 問題分析

　ワークショップでは、さまざまな視点から提起された問題（予算不足、組織上の問題、イン

フラ整備、農業機械の整備、農民の教育レベルの問題まで含む）の中から、灌漑農業に関する
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人材開発・技術研修の立場からの問題、その原因・結果に絞り込んで討議を進めることとなっ

た。これらの観点から、問題を整理し、以下のことが指摘された。

１）灌漑区の運営に必要な知識を持った技術者の不足に起因する問題（適切な技術が現場に適

用されていない）

２）水利組合員、水利庁職員の技術・技能向上の機会が少ないことによる問題（教材、研修シ

ステム、研修指導者が不足）

３）農民（水利組合員）の当事者意識が低いことに起因する問題

　これらの因果関係を分析した結果、「水利組合員・水利庁・農務省職員に水管理、施設維持

管理、栽培技術を持つ者が不足している」が、因果関係の中心と設定された。問題分析の概要

は、図3-1に示す。

(3) 目的分析　プロジェクト目標、上位目標の設定

　以上の問題分析の結果を踏まえ、目的分析を行った結果、次のように合意し、設定した。

１）プロジェクト目標

①　「水利組合指導者・水利庁・農務省の職員が研修・実地研修を受け、水管理、施設管

理、栽培の技術・知識を習得する」

２）上位目標

①　「研修を受講した水利組合指導者/水利庁/農務省の職員が所属の灌漑区で技術を普及

し、水利組合の水管理、施設維持管理、栽培の技術が向上する」

②　「当該の灌漑区で水利組合の組織が強化され、施設移管が円滑に行われる」

３）スーパーゴール（国家政策に準ずる）

①　「ドミニカ国の灌漑農業の生産性が向上する」

(4) 成果及び活動

　成果とは、プロジェクト目標達成のためのOUTPUTであり、活動は、成果を実現するため

の具体的な活動項目を意味する。

　PDMに示すように、水管理/水利組織、施設維持管理、システム開発、栽培の各分野で、成

果、活動を定めた。

(5) 指標

　指標については、定量的な表現をすることが望ましいが、現段階では現場の詳細な情報の不

足及び時間的な制約のため、定量的な表現は難しいとの判断で、指標となる項目の選択にとど

まった。





－105－

　このため、以下に留意事項として、指標の設定、指標の入手手段、研修のモニタリング・履

修度評価手法の構築の必要性について記しておく。

１）プロジェクト目標に対する指標

　プロジェクト目標「水利組合指導者・水利庁・農務省の職員が研修・実地研修を受け、水

管理、施設管理、栽培の技術・知識を習得する」に対する指標の設定は、以下の方針で行う

ことが妥当と思われる。

①　研修計画の進捗を判断する指標として、研修回数/研修生の数（量）を用いる。

②　研修の内容、研修生の履修度（質）を表す指標として、水管理、施設維持管理、栽培技

術に関する知識、現場での実施能力、研修（業務）に対する意欲（knowledge・skill・

attitude）の３つの観点から判断することとする。

③　これらを履修度試験・実技試験等で評価するとともに、アンケートなどを用いて、業務

への意欲の評価を加味した履修度評価手法を構築する。

④　さらに、研修後の技術移転が各灌漑区で正しく行われ、実際に活用されているかどう

か、研修生の灌漑区での活動を追跡調査することが望ましい。このため研修開始時に研修

生の所属する灌漑区の問題点の把握、データの提出を前提として、その後の改善状況を追

跡調査するなど、研修の実効を上げ、単発で終わらせないための措置を講じる必要があ

る。これらのモニタリング結果を研修内容の適切さの検証、研修システムに対するフィー

ドバックに利用する。

　これらの点については、実施協議の段階でドミニカ国側と打合せを行い、できるだけ具体

化しておくことが必要である。

２）成果に対する指標

　水管理、施設維持管理、栽培技術の各分野で、モデル灌漑区の条件を考慮した手法を確立

し、その成果をできるだけ客観的なデータで実証する必要がある。ただしプロジェクト期間

が準備期間も含めた５年間と限定されていることも考慮するを、プロジェクト開始時に、現

状調査、モデル灌漑区の圃場のサンプリング、農家に対する戸別調査等を行ったうえで問題

を明確化し、プロジェクト進行中の問題点の解消の時系的な変化を調査するなど、社会調査

的なデータも複合的に組み合わせて判断することが現実的と考えられる。

　また、施設維持管理の分野では、現行の灌漑施設の改修、新設などが必要と考えられるた

め、この点についても実施協議の段階でドミニカ国側と打合せ、できるだけ具体化しておく

必要がある。
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(6) 外部条件、前提条件

１）前提条件

　研修内容が栽培技術も含み、カウンターパートのアサイン、施設の利用など、農務省にも

広がったため、「農務省・水利庁、両機関の協力体制」が前提として必要である。

２）外部条件

　以下を設定した。

①　研修を受けた技術者が定着し、水利組合に技術を普及する業務を継続すること

②　ドミニカ国の農業政策の継続

③　モデル灌漑区での水利組合の結成にかかわる現行のプロジェクト（世界銀行の

PROMATREC、米州開発銀行のPROMASIR等）の進捗が大幅に遅れないことなど

３－５　ワークショップの評価

　ワークショップの開催に際して発生した以下の問題を指摘し、今後の改善に役立てたい。

(1) ワークショップ開催の時期

　PCM手法における参加型ワークショップは、参加者分析、問題分析から始まり、目的分析

を経て、プロジェクトの選択、PDMの作成に至る流れである。今回は、①すでに「灌漑農業

開発研修センター」というプロジェクトの枠組み（プロジェクトはすでに選択されている）が

決まっていたこと、②PCM未経験者に対して、限られた時間しか取れないことなどの理由か

ら、ワークショップ参加者に対して自由な意見を求めるというよりも、規定の路線について合

意を形成する場としての意味づけに重点が置かれた。これは、当然、重要なことであるが、

PCM手法の手順とは、一部なじまない面があると思われ、特に経験のない参加者に誤解、混

乱を引き起こす可能性があると思われる。

　PCM手法の適用の時期としては、前回の事前調査、あるいは、その前の段階での適用が望

ましいと思われる。

(2) 参加者の選択

　ワークショップの参加者の選定・構成は、議論を進めるうえで非常に重要な意味を持つ。今

回のワークショップにおいても、水利組合のメンバーの一部が途中で退席した。直接に理由を

確認する機会を逸したが、①ワークショップの形式に不慣れであること、 ②雰囲気に対する気

後れなどが考えられる。

　しかし、農民レベルの意見は参加型計画の立場から、さらにはプロジェクトの実施時の問題

点を事前に把握するという意味で重要であり、時間が許せば、水利庁の技術者とは別個のワー
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クショップ開催が望ましかった。

　また、人数の絞り込み（調査員チームを入れて20名程度）も可能であったと思われるが、

PCM手法に興味を持ち、期待して参加する人が多い中で人数を絞るのも現実的には難しい。

結論としては、やはり時間を十分に取り、参加者の構成を十分考慮したワークショップ開催の

実施が必要だと思われた。

(3) 前提とする知識、問題意識

　PCMテキスト、調査団派遣までの経緯、問題点、プロジェクト方式技術協力に関する資料

をスペイン語に訳して事前に配布したが、ドミニカ国側の参加者はほとんど読んでいなかった

ようである。PCMは問題解決型の手法であり、現状に対する理解と、問題意識を持って参加

することが重要である。

　今回のような単発のワークショップは、規模の点でも通常よりも大きくなる傾向があるの

で、議論を効率的に行ううえからも、この点を次回以降のワークショップ開催に関する反省材

料としてとらえ、出席者に前もって情報を与えるだけでなく、情報を理解したことを前提に

ワークショップに出席させるよう、改善策を講じていく必要があると考える。
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４．分野別報告４．分野別報告４．分野別報告４．分野別報告４．分野別報告

４－１　水管理/水利組織分野

(1) 調査概要

１）ドミニカ共和国の灌漑農業と管理移管事業の概要

　ドミニカ国の灌漑面積は約23万2,000haであり、全農地面積の約９％を占める。現況の灌

漑面積は、灌漑可能面積の約42％である。灌漑受益者は約７万人である。灌漑地域における

主要な作物は稲であり、全灌漑面積の約40％で栽培されている。

　ドミニカ国の灌漑農業は、ここ数十年で飛躍的な発展を遂げた。1925年には5,000haであっ

た灌漑面積は、1973年には５万4,000ha、1990年には23万1,000haへと増加した。

　現在、ドミニカ国には309の灌漑システムがあり、そのうちの44地区が大模灌漑システム

（1,000ha以上）で、その支配面積は約17万4,000ha、（全灌漑面積の約75％）である。68地

区が灌漑面積300～1,000haの中規模灌漑システムであり、その面積の合計は約３万5,000ha

（全灌漑面積の約15％）となっている。残りの197地区が灌漑面積300ha以下の小規模灌漑シ

ステムで、その面積の合計は約２万3,000ha（全灌漑面積の約10％）である。

　ドミニカ国政府は1982年に「水に関する法律」を制定し、受益者からの水利費徴収により

灌漑システムの維持管理を行う政策の導入及び水利組合の設立・育成についての活動を開始

した。しかしながら、水利組合の設立は遅々として進まず、水利費の徴収率も全国平均で約

15％（支払った受益者の割合、1995年実績）と低い数字にとどまっている。

　そうした状況が、不適切な維持管理、施設の老朽化の進行などによる水管理上の問題を生

じさせてきたとされている。

　水利庁は、現在、直轄で管理してきたそれら灌漑システムの水利組織への管理移管事業を

推進中である。その目的は、政府支出金の軽減と受益者参加による水管理、施設維持管理の

改善である。

　移管事業は、1987年に開始され、現在までに灌漑面積の約35％（９つの水利組合連合体へ

の移管が終了、移管面積約８万ha）の移管が終了している。

　現在の移管は、２次水路以降の施設を対象に実施されている（将来的には、幹線水路を含

む移管が計画されている）。移管事業は、①水利組合の設立育成、②施設の改善、③施設管

理の移管、④移管後の支援（事務機器並びに施設メンテナンス重機の供与、技術的サポー

ト）という手順で実施されている。

　移管された灌漑地区では、受益者参加による自主的な灌漑システムの管理が行われてい

る。

　移管後の状況は、組織運営経験の浅さ、技術力不足などにより、良好とは言い難い面があ
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るが、水利費の徴収率は平均で約46％と水利庁直轄の時代と比較すると好転している。移管

後の管理が順調な地区においては、公平な配水の達成、灌漑面積の増加などの改善点が見受

けられると報告されている。

　現在、移管事業支援のため、米州開発銀行の借款事業「受益者による灌漑システムの管理

計画」（PROMASIR）と世界銀行の借款事業「灌漑地と流域の管理計画」（PROMATR

EC）のプロジェクトが実施されている。両プロジェクトとも実施期間は、2002年までの５

か年となっている。

２）水管理分野の概況

　ドミニカ国の灌漑事業は、近年まで、新規灌漑地の開発に重点が置かれ、建設された施設

の維持管理面にはほとんど焦点が当ててこられなかった。現状では、水利庁管轄の各灌漑地

区の管理を担当するスタッフの数も少なく、その技術力も十分とはいえない状況である。す

べての灌漑地区において年間灌漑計画/配水計画が策定されておらず、ほとんどの地区には

管理マニュアルも存在しない状態である。また、すべての管理が政府によって行われてきた

ため、受益者である農民の当事者意識は低く、水管理に対する知識も欠如している。

　このような状況下、政府直轄灌漑地区においては、管理らしい管理はなされておらず、上

流ブロックでの過大取水、下流地区での水不足などの不均衡な配水の問題や、低灌漑効率の

問題（米州開発銀行の調査レポートによると、平均で約25％）が未解決のままとなってい

る。

　また、管理移管された灌漑システムにおいては、水利庁直轄時代と比較して受益者参加に

よる水管理の実現により、前述のように状況が改善している所もあるといわれるが、一般的

に管理技術及び施設整備水準等が低いため、水管理、施設維持管理に係る根本的な問題の解

決には至っていないようである。

３）水利組織分野の概況

　過去において水利組合の設立に関する動きは一部にはあったものの、灌漑システムの管理

移管事業が開始される1980年代の後半まで、ドミニカ国には実質上、水利組織は存在しな

かった。そのため、移管政策の導入後、施設管理移管の受け皿作りを目的に、本格的に水利

組合の育成強化の活動が開始されたといえる。

　設立される水利組合は、重層的な組織形態となっている。大規模灌漑地区の場合、 ①３次

水路レベルでの水利グループ、②２次水路レベルの水利組合、③灌漑地区全体を包括する水

利組合連合体、という構成であり、それら各々の組織体の責任分担の下、水管理及び施設の

維持管理業務が実施されている。

　各水利組合連合体は、独自に事務局（技術者、会計担当等を雇用）を設置し、受益者から

の水利費を原資とした組織運営を行う体制となっている。
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　水利庁の説明によると、水利組合の設立強化は、平均でその設立に約半年、その育成に約

半年、計約１年というタイムスケジュールで実施しているとのことである。組織育成期間中

には、技術面、組織管理面についての研修も実施されているが、その内容、期間とも十分で

はなく、継続的な研修の実施等による水利組織の育成が求められている。

　水利庁は、設立された水利組合の機能を、単なる灌漑システムの管理のみに限定せず、農

産物の生産計画、流通、市場の情報収集、研修の場の提供などに拡大していこうという計画

を持っている。その計画は、スペイン語でGestión Empresarialと呼ばれるもので、意訳す

れば「農民組織の企業化」といえるであろう。水利庁は、このGestión Empresarial計画に

基づき、その第１段階として、この面での先進国であるチリから水利組合の代表者を招き、

ドミニカ国内の各地で水利組合を対象としたセミナーを開催した（2000年２月に実施）。

(2) 活動計画案

　水管理/水利組織分野の活動計画案は、以下に示すとおりである。

１）水管理マニュアルの作成（技術者用、農民用の２種類、研修用教材として使用）

　技術者用（水利庁技術者及び水利組合に雇用されている技術者向け）の水管理マニュアル

の内容は、年間灌漑計画策定手法、配水計画策定手法、施設操作、水管理のモニタリング及

び評価手法からなる。

　農民向けの簡易な水管理マニュアルは、容易に理解しやすいように絵（図）や表も用い

た、圃場水管理に焦点を当てた内容とする。また、農民研修用に、視聴覚教材（例えばビデ

オ）を作成する。

（注）ドミニカ共和国農民の非識字率は約35％であり、視聴覚教材を用いた研修が効果的であるとの意見が

水利庁より提出された。

　これらの水管理マニュアルは、水田灌漑に力点を置いたものとするが、ドミニカ国の灌漑

面積の約60％は畑作地であることを考慮し、畑地灌漑の内容も含んだものとすることを検討

する必要がある。

２）モデル灌漑地域における水管理改善手法の検討、提案、指導

　リンコンダム掛かりの灌漑地域（灌漑面積約7,500ha、ヒママルヘン右岸、ヒママルヘン

左岸、ヒマーカムの３つの灌漑地区が受益地である）が、本プロジェクトにおけるモデル灌

漑地域の候補地である。モデル灌漑地域は、研修の場として活用されることが計画されてい

る。

　水管理改善手法の検討、提案、指導についての活動は、次項に示す３つのレベルにおいて

実施される。
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①　モデル灌漑地域レベル（リンコンダム→調整池→灌漑地域）

　水資源の効果的かつ効率的使用に焦点をあてた、マクロレベルの水管理改善のための活

動が実施される。（水収支並びにダム運用等に関する分析、提案、指導が、この項目の活

動として考えられる）。

②　モデル灌漑地区レベル

　リンコンダム下流域のヒママルヘン左岸（Jima Margen Izquierda）灌漑地区（灌漑面

積約1,450ha）が、本活動の対象の候補地である。下記の水管理改善のための技術が当該

地区に適用される。

・年間灌漑計画・配水計画の策定と実施

・灌漑システムのオペレーション

・水管理のモニタリング・評価手法の策定と実施

　関連する技術指導は、水利庁の管理事務所スタッフ並びに水利組合連合体の技術者等を

対象に実施される。

③　モデルブロックにおける圃場水管理

　ヒママルヘン左岸灌漑地区内の一部に、圃場水管理技術と稲作栽培技術のデモンスト

レーション用にモデルブロックを整備することを計画する。（本項目の活動は、栽培分野

との連携により実施される。水管理は栽培用水管理に焦点を当てた活動となる）

３）モデル灌漑地域の水利組織活動改善のための検討、提案、指導

　この活動は、当該地域の水利組織による灌漑システムの適切な管理を目的として実施され

る。本活動の成果は、研修を通して他の水利組合に普及される。

４）水利組合活動強化のための指針の作成

　水利組合活動強化のための指針が作成され、研修用教材として用いられる。指針の具体的

な項目等は、問題分析調査の結果に基づいて決定される。

５）水管理/水利組織分野の研修計画の作成とその実施

　標記分野に関する研修計画が作成され、実施される。研修は、講義とモデル灌漑地域にお

ける実習によりなる。

６）研修講師（カウンターパートが講師候補）の育成

(3) 関連情報

１）水利庁直轄灌漑システムにおける水利費徴収状況と維持管理費支出状況

①　低い水利費徴収率

　表4-1に示すように、受益者からの水利費による維持管理費充足率は、20％以下という

状態である。その結果、本来は水利費によるべき灌漑システムの維持管理費のほとんど

が、政府により支出されている。
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表4-1　水利庁直轄灌漑システムにおける水利費徴収状況と維持管理費支出状況

　このような状況を生み出す直接的な原因は、水利費の低徴収率にある。

前述のように、水利庁直轄灌漑システムにおける水利費徴収率は約15％（支払った受益者

の割合、1995年実績）と、低い数値にとどまっている。

　なお、低徴収率の背景には土地所有形態などの問題もあることが、今回の短期調査で判

明した。

②　土地所有形態、配水システムと水利費徴収率の関連

　水利費の低徴収率の原因の１つは、灌漑地区の受益者の土地所有形態にある。その形態

は、所有権を持つ者と、土地の利用権のみで所有権を持たない者に区分される。前者は古

くからの地主であり、灌漑地区内に現在でも数百ha規模の土地を所有する者もいる。後者

は、1962年から始まった農地改革により、政府から無償で土地の提供を受けた小農であ

る。その農地改革は、政府が土地なし農民等の対策で実施してきた政策で、譲渡面積は平

均で約３haである。

　ドミニカ国は、新規灌漑開発に際し、水路建設候補地の地主から所有面積の25％を無償

で収用できるという法律を行使し、灌漑地区での農地改革を推進してきた。その結果、地

主層と所有権を持たない小農層という２つのグループが同じ灌漑地区内に存在する構図と

なっている。

　所有権を持たない小農層は、担保がないため民間銀行から営農資金の融資を受けること

ができない。政府系の銀行から融資を受ける道は開かれているが、水利費支払いの証明書

を提出することが前提条件として義務づけられている。小農は、銀行の融資なしには営農

が難しい場合が多く、彼等の水利費支払い率は自動的に高いものとなっている。

　一方、地主層は土地を担保に民間銀行からの融資を受けることが可能であり、水利費支

払いに対する直接的なインセンティブはない。

　例えば、首都サント・ドミンゴから約70㎞地点に位置するYuna Bejucar灌漑システム

の場合、農地改革の下で入植した小農が多く、受益者全体に占める割合は63％である。一

方、その灌漑システムの水利費徴収率は60％と、小農の割合と水利費徴収率がほぼ合致し

年　度

灌漑面積

（ha）

水利費徴収

実　績　額

（RD＄）

単位面積当たり

実　　績　　額

（RD＄/ha）

政府による

維持管理支出額

（RD＄）

維持管理費の

単　　価

（RD＄/ha）

水利費による

維持管理費充足率

（％）

1995/96 171,605 5,761,553 33.57 59,987,153 349.57  9.6%

1996/97 171,605 13,300,205 77.50 99,245,247 578.34 13.4%

1997/98 171,605 13,758,839 80.18 71,787,834 418.33 19.2%

備考：１US＄＝16RD＄（ペソ）、2000 年２月の為替レート
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ている。

　灌漑事業を主管する水利庁は、水利費未支払い者に対して、月々、２％のペナルティを

課すとともに、分水工ゲートを閉じる措置を講じることとしている。しかしながら、水供

給の中止という措置は、１つの分水ゲート掛かりに複数の受益者がいる場合には講じるこ

とができないため、実質的には、未支払い者に対する罰則規定は実効のないものとなって

いる。

　このように、水利費徴収率の問題を取り巻く背景には、土地所有制度や灌漑システムの

配水系統上の問題等があることが判明した。

２）政府による灌漑システム管理の現状と問題点

　ドミニカ国の灌漑地域は、10の管区に区分されている（詳細は、付属資料５．「農畜産分

野調査報告書」を参照）。各管区には水利庁の地域事務所があり、地域内の灌漑地区を主管

している。また、各地区には水利庁の地区灌漑事務所があり、灌漑システムの維持管理を担

当している。

　今回の短期調査時に視察したボナオ灌漑地区の場合、４名の管理事務所員と21名のゲート

キーパーで点在する数十の灌漑システム、灌漑面積合計約3,000haの維持管理を担当する体

制となっている。　

　小規模灌漑システムの開発は、一般的に幹線水路の建設のみを政府が実施し、２次水路以

降は農民主体で建設が行われてきたという歴史がある。そのため、それらの灌漑システムに

ついては、水利庁側も各２次以降の水路の通水能力、延長等の詳細を把握していない面があ

る。

　また、灌漑面積の大小を問わず、ほとんどの場合、量水施設がなく、施設整備水準も低

い。ソフト的にも、前述したように灌漑計画の策定もされない状態で水管理が行われてい

る。

　このようにハード面及びソフト面から判断しても、ドミニカ国の灌漑システムは、大いな

る改善が必要な状況にあるといえる。

　水利費は、灌漑面積と栽培作物を基に徴収金額が定められている。水利庁は、受益者台帳

を基に各農家の灌漑面積等を把握していることになっている。しかしながら、水利庁の説明

によると、実際には灌漑面積の把握が難しいとのことである。

　農地改革では、一定の土地が配分（平均50タレア：3.1ha）されたため、各営農者の灌漑

面積は、農地庁（農地改革の担当庁）の台帳を基に把握が容易である。

　問題は、地主層の灌漑面積の把握である。地主の所有面積の把握は、10数年以上前に実施

された国勢調査に基づいて行われている。灌漑面積は、各受益者からの申告（一般的に過小

申告を行う傾向があるとのこと）と、水利庁スタッフによる確認（現場での目測）により把
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握されている。しかしながら、灌漑許可面積の確定後、徐々に灌漑面積を広げていくケース

もあり、実態の把握は困難な状況であるとのことである。

　ボナオ灌漑地区の場合、水利費は稲作が35.36ペソ/タレア/年、畑作はこの半分の値と

なっている（備考：１タレア＝0.062ha）。

３）水利組合の必要性とその活動強化について

　本短期調査時に実施されたPCMワークショップ（水利庁、農務省、水利組合の代表等が

参加）において、水利組織の必要性についての意見交換も行われた。その場において、水利

組合（農民組織）が存在しないために生じるデメリットは、下記のような内容に集約される

との結論に至った。

①　農産物流通面の不利

　農民組織がなく、個々の農民がばらばらな状態においては、農産物の共同出荷ができな

い。そうした状態が仲買人の介入を助長し、結果的には、生産者価格の低さに起因した営

農上の問題を生じさせている。

②　水管理面

　水利組織が存在しないと、農民間の話し合いの場が持てず、水に関する紛争の解決が難

しい。また、政府と農民間のコミニュケーションもうまく取れないため、両者間の不信感

を助長することとなる。

③　市場情報

　農民組織がないと、政府としても農産物市場や農業政策に関する情報を農民に効率的に

伝えることが難しい。そのような市場などに関する情報の不足も、同一作物の過剰生産に

よる生産者価格の低さの原因の１つとなっている。

④　研修面

　営農の改善のためには、農民を対象とした水管理、栽培技術などの研修が必要とされる

が、農民組織が存在しないと、効率的な研修の実施が難しくなる。

　このように、水利組織（農民組織）の設立・育成なしには、灌漑施設の管理移管事業が実

施できないだけではなく、営農全般にかかる改善が困難であるとのことである。

このような状況に対処するため、水利庁は前述した「農民組織の企業化」（Gestión Empre-

sarial）に取り組もうとしている。

４）管理移管後の水利組合連合体による水利費徴収

　灌漑システムの管理移管後は、基本的に、水利組合連合体による独自の予算下のシステム

管理となるため、水利費徴収率の状況が、直接、維持管理費の増減に響く結果となってしま

う。

　水利費の値は、各水利組合連合体で個別に定められている。参考までに３つの組合の事例

を示す（表4-2）。
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表4-2　移管された灌漑システムにおける水利費の額

　このように、３つの灌漑システムの事例に見る水利費の単価は、水利庁による管理時代と

比較すると大幅な値上げとなっている。

　なお、移管された灌漑システムを管理する９つの水利組合連合体の水利費徴収状況は、表

4-3のとおりである。平均で約46％と、水利庁直轄の時代と比較すると好転しているが、適

切な維持管理が可能となる徴収率であるとはいえない。また、水利組合連合体間で相当のば

らつきのあることが注目される。

表4-3　各水利組合連合体における水利費徴収状況

５）PROMASIRとPROMATRECについて

①　PROMASIR

　PROMASIRの正式名称は、「El Programa de Administración de los Sistemas de Riego

por los Usuarios」（受益者による灌漑システムの管理計画）である。米州開発銀行の借

（単位：ペソ/ha/年）

水稲以外の作物 水　　稲
灌漑システム名

10ha 以下 10ha 以上 10ha 以下 10ha 以上

Nizao-Valdesia 219 438 438 876

YSURA 180 361 361 723

PRYN1 313 626 626 1,251

水利組合連合体名 組合員数
水利組合

の　数

水利グループ

の　数

灌漑面積

（ha）

水利費を

支払った人数

水利費支払者の割合

（％、1998 年）

NIZAO-

VALDESIA
6,074 9 385 11,904 1,710 28.2

YSURA(AZUA) 4,488 8 236 7,534 3,335 74.3

ULISES FCO.

ESPAILLAT
2,021 5 186 5,270 576 28.5

AGULIPO I 3,377 8 98 7,696 859 25.4

PRESA SABANTA 4,459 4 357 12,896 2,563 57.5

MAO 976 7 57 4,632 646 66.2

FERNANDO

VALERIO
2,034 15 204 17,298 1,800 88.5

JUAN CALVO 1,080 17 173 2,251 435 40.3

HORACIO

VASQUEZ
2,440 4 121 5,627 519 21.3

TOTAL 26,949 12,443 平均 46.2
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款プロジェクトで、その予算規模は6,500万米ドルであり、そのうち5,200万米ドルが借

款、残りの1,300万米ドルがドミニカ国政府の予算により手当されている。

　PROMASIRは、灌漑システムの管理移管政策支援のために導入された借款プロジェク

トで、1997年から2002年までの５か年がプロジェクトの実施期間となっている。

　本プロジェクトの対象は、40の灌漑システム（灌漑面積合計約８万ha、受益者数約２万

名）となっている。

　プロジェクトの主要な活動内容は、次のとおりである。

(a) 情報システムの構築

　地域及び灌漑システムレベルにおける、灌漑農業にかかる合理的、持続的観点に立っ

た各種の計画作りを容易にするための情報システムの構築。

(b) 灌漑施設の改善、重機及び事務機器の供与

(ｱ) 灌漑施設の改善

　移管された灌漑システムが水利組合によって効率的に管理できるようにするために

必要な最低限の施設改善の実施。単位面積当たり予算はUS＄380/ha、対象面積は約８

万haとなっている。

(ｲ) 維持管理用重機の供与

　維持管理用重機の供与は、大規模灌漑システム８箇所の水利組合連合体に対して行

われる。１箇所当たりの予算額は45万米ドルである。その供与は無償ではなく、供与

を受けた水利組合連合体には一部、返済義務が生じる。

(ｳ) 事務機器等の無償供与

　40の灌漑システムすべての水利組合連合体が対象となる。コンピューター、事務機

器、備品が無償供与される。

(c) 水利組合の設立と育成

　重層的な水利組織の設立（水利グループ、水利組合、水利組合連合体）と育成が行わ

れる。育成の活動は研修を通して実施され、下記の内容の研修が計画されている。

・水管理（灌漑と排水）

・施設の維持管理

・法制度

・環境保全

・組織運営など

②　PROMATREC

　PROMATRECの正式名称は、「Irrigated Land and Watershed Management Project」

（灌漑地と流域の管理計画）である。世界銀行の借款プロジェクトであり、その予算は
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4,320万米ドルである。そのうち、世界銀行が2,800万米ドル、残りをドミニカ国政府が支

出することとなっている。

　計画の内容は、以下のとおりである。

(a) 灌漑排水施設の改善

　対象となる灌漑システムは、Nizao-Valdesia、YSURA、PRYN１の３つ（全システ

ムとも施設の管理移管済、受益者数の合計約9,000名）である。計画では、２次及び３

次水路、約55㎞の改修、地表排水システムの改善（3,000ha）、農地の整地（7,000ha）

となっている。

(b) Nizao流域の保全

　計画では、Nizao流域の中上流区を対象に、森林管理、アグロフォレストリや灌漑農

業等の振興、強化を通した持続的開発のモデルの構築をめざしている。対象地域内の受

益者数は、約1,500名である。

(c) 農業開発

　農民に対する技術指導強化のための、試験研究、普及分野などに対する支援が計画さ

れている。

(d) 組織強化

　Nizao-Valdesia、YSURA、PRYN１及びNizao流域内の農民組織を対象に組織活動

（会計、流通等）強化のための指導が行われる計画である。また、灌漑システムの維持

管理用の重機や車両の供与も計画されている。

　その他、本計画に必要な各種調査が予定されている。

４－２　施設維持管理分野

(1) 調査概要

１）ドミニカ共和国における施設管理の現状

　ドミニカ国における水利施設については、ダムなどの基幹水利施設は借款などを利用して

建設されているが、灌漑面積は可能面積の半分にも満たない状況にある。

　その灌漑地区についても、国が整備した幹線水路の一部こそリハビリされているか、また

はその計画があるものの、大部分の施設においては老朽化や適切な維持管理が行われていな

いことによる施設機能の低下が問題になっている。

　今回の調査においても、分水工ゲートが操作不能だったり、頭首工上流部に土砂が堆積し

ていたりする箇所が散見された。

　特に、幹線水路以下の２次、３次水路はそのほとんどが農民が掘削したものであり、水草

の繁茂などに伴う溢水などの機能低下が見られ、維持管理は劣悪な状況にあるといってよ
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い。また、管理に必要なこれら水路の図面や支配面積等のデータが存在しない。

　一部の用水系については台帳が存在するが、データは10年以上更新されていない。しか

も、農地庁が農民に配分した土地についてはある程度の信頼性があるが、自作農（地主）が

所有する農地については自己申告ベースである。

　現在ドミニカ国では灌漑施設の管理を水利組合へ移管する活動をしているが、これを円滑

に進めるには農民レベルにおける施設管理技術を蓄積することが不可欠であることはいうま

でもない。

　今回の同国から要請されたプロジェクトの背景は、まさにこの点にある。

２）モデル灌漑区候補地の概要

　こうした状況の中、効果的に管理技術を移転し研修体制を確立させるには、モデル灌漑区

における実習や啓蒙活動を通じ、「目で見て手で触る」ことが重要である。

　候補地選定にあたり以下の点に留意した。

①　ボナオ周辺で一定規模以上の受益地を有すること。

　ボナオ周辺は小水路系が多いという特徴を有するが、ドミニカ国全体の一般的な灌漑形

態（単純平均で１箇所当たり支配面積750ha）との共通性を考えると、あまり小規模な利

水システムではないことが望ましい。

②　水利組織化のスケジュールが存在するか、あるいはその確度が高いこと組織の強化ある

いは組織化を促進するような形態の地区であることが望ましい。

③　２）に関連して　地区内に共通性があること

　大農・小農、あるいは水田・畑が錯綜している土地利用であると、水利組合の組織化や

活動の妨げにあるおそれがある。

　同時に、水利費を支払っていない農家が多いこともマイナスになる。

　なお、ドミニカ国にある取水施設は固定堰の頭首工のほか、自然取り入れまたはこれに

近い簡単なフトン籠で堰上げる構造のものがほとんどであり、洪水吐ゲートを有するよう

な近代的な取水施設の有無はモデル性に影響はないと考えられる。

　こうした条件を満たす地区をボナオ周辺に求めたところ、

(a) ジュナベフカール（Yuna-Bejucar）頭首工

(b) マシペドロ（Masipedro）頭首工

(c) リンコンダム（La presa Rincón）下流域

の３水系が候補として考えられた。

　このうちコンクリート固定堰構造であるマシペドロにはリハビリ計画はあるものの、小

規模な水田が散在している土地利用であることに加え、いくつかの分水工が消失している

状態であり、将来にわたる適切な管理は期待しにくいと考えられたため、候補からはずし
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た。

　　(a)と(c)についての概要は以下のとおりである。

＜ジュナベフカール頭首工＞

　この掛かりは1945年から開発が進み、幹線水路のリハビリは95％済んでいる。（リハ

ビリの測量及び設計は水利庁が直轄で行った。このため幹線水路の縦断図等は存在す

る。しかしながらPROMACIRの対象にはなっていない）

　上流は牧草主体の大規模土地所有であるが、下流は水田入植者が多く、上流と比べた

所有面積の差は歴然としている。この大規模所有農家は水利費を支払わない傾向が強

く、現地では取水できないように施錠した分水工がいくつかみられた。

　また、当地域は降水量が多く（1999年の降水量は約3,000㎜）、農民が水不足を実感

する状態にはない。

　つまり、この地区は水田中心のモデルとは考えにくいことに加え、農民にとって適切

な水管理を行うことによるメリットが乏しく、適切な施設管理や展示効果が期待できな

いと考えられる。

＜リンコンダム下流域＞

　この地域は後述するリンコンダムを水源としている。

　ダム下流には、下記の灌漑地区がある。

・ヒママルヘン左岸（Jima Margen Izquierda、Qmax＝2.0m3/ｓ，Ａ＝1,444ha）

・ヒマーカム（Jima-Camu、Qmax＝4.5m3/ｓ，Ａ＝2,457ha）

・ヒママルヘン右岸（Jima Margen Derecha、Qmax＝5.0m3/ｓ，Ａ＝3,036ha）

　このうちヒママルヘン右岸は静水池右岸取水口掛かり、ヒママルヘン左岸及びヒマー

カムは静水地左岸取水口掛かりである。

　なお、ヒマーカムはカム地区への補給水源である。

　このうちヒママルヘン左岸は1950年に水路が造成され、その後リンコンダムが建設さ

れた。同水路は７本の２次水路を有しており、老朽化の激しい施設についてはPROMA

CIRで改修される予定である。

　受益地は水田が中心であり、しかも連坦している。受益地は入植農家の他、300haの

水田を所有する大規模農家も存在するが、支線水路の水利組合はすでに設立されてい

る。

　なお、ダム流域内に観測地点が存在する取水量はデータがあり、かつ電子化されてい

る。また、河川流量はダム下流地点で計測されており、これらのデータは水利庁に保存
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されている。

　リンコンダムは1978年に建設された多目的（発電、都市用水、農業用水及び洪水調

節）の重力式ダムである。諸元は表4-4のとおりである。

　同ダムの管理は電力公社が行っていることもあり、比較的良好である。

　発電用水は最大25m3/ｓ、都市用水として１m3/ｓを取水している。

　発電用水は発電所下流の静水池に流下し、ここから最大50万�/日が農業用水として

供給されている。

表4-4　リンコンダム諸元

　以上の状況から判断して、モデル灌漑区をリンコンダム下流、ヒママルヘン左岸の受益地

に求めることが適当と考えられる。

３）施設管理に関するプロジェクト方式技術協力の方向

　前述のように、施設管理が適切にされていない状況の中、維持管理に関する技術移転を図

るには、研修講師の育成が必要である。

　このため、研修テキストや水利施設系の施設管理マニュアルの作成、あるいは他のダム掛

かり２次水路系との関連を含めた管理システムを開発するとともに、モデル灌漑区において

操作、点検、更新の実地研修と普及啓蒙活動を実施することが考えられる。

　なお、研修内容は基本的な施設管理の概念から、4)で述べるように水系管理の概念を含む

ことが望ましい。

４）水系管理の必要性

　一般にドミニカ国では灌漑計画に基づいた管理はしておらず、「そこにある水を使う」状

態である。

　同国はボナオ周辺のように多雨の地域もあれば半乾燥地域も存在する。このことは、流域

内で適切な水資源配分と有効活用が実現されれば、灌漑面積の増加と単収増を通じて農業生

産が飛躍的に増大する可能性があることを意味する。

　プロジェクトにおいて広域的な水・施設管理に関する技術移転までカバーすることは困難

であろうが、問題解決の糸口をドミニカ国技術者とともに考えることが重要であろう。

　現在、水利使用に関する権利関係を整理する新しい「用水法案」が審議中である。法制度

の整備とともに、水利庁職員、農民も水・施設管理を自らの問題として取り組む意識を醸成

することが真の技術移転に不可欠と考える。

有効貯水量 7500 万ｍ3 池 面 積 6.9 km２

流域面積  159 km２ 設計洪水量 504 ｍ3/ｓ
堤　　長  120 ｍ 堤　　高  54 ｍ
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(2) 活動計画（案）

　施設管理分野の活動計画案は、下記のとおりである。

１）施設管理

①　モデル灌漑区の施設維持管理手法の検討、提案、指導

　現状の施設管理方法の検討を通じて、モデル灌漑地域における灌漑施設の操作、点検、

改修までの一連の適切な管理体系化を図る。

②　施設管理マニュアルの作成（技術者用、農民用の２種類、研修用教材として使用）

　モデル灌漑地域における成果に基づき、施設管理マニュアルを作成する。技術者用（水

利庁技術者及び水利組合に雇用されている技術者向け）の施設管理マニュアルの内容は、

施設管理計画の作成手法も盛り込む予定である。なお、末端施設の操作維持管理に係るマ

ニュアルは、主に農民用として作成する方針。

③　施設管理分野の研修計画の作成とその実施

　標記分野に関する研修計画が作成され、実施される。研修は、講義とモデル灌漑区にお

ける実習より成る。

④　研修講師（カウンターパートが講師候補）の育成

２）システム開発分野

　システム開発分野については、本調査の時点でどこまで対応するか明確でないため、実施

協議調査時に再検討することをドミニカ国側と確認とうえ、以下のような活動計画（案）を

策定した。

①　モデル灌漑地域の管理システムの開発

　地域的な条件を考慮しながら、モデル灌漑地域における効率的な施設の操作維持管理に

必要な情報処理システムを導入する。

②　水管理用コンピュータープログラムの作成

　モデル灌漑地域（ヒママルヘン左岸灌漑地区）用に、水管理用コンピュータープログラ

ムを作成する。このプログラムは、年間灌漑計画策定、配水計画策定、水管理のモニタリ

ング及び評価活動のための支援ツールであり、研修にも用いられる。

③　モデル灌漑地域用の受益者台帳データベースの作成

　データベースの項目は、受益者別の土地所有面積、灌漑許可面積、栽培作物、水利費の

額、水利費の支払い状況などである。このデータベースはモデル灌漑地域の水利組織活動

強化の一貫として用いられるとともに、研修用のツールとしても利用される。
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４－３　栽培・普及

(1) 現状と問題点

１）米生産の状況

　ドミニカ共和国における稲の生産状況は、近年、作付面積が10万ha前後、生産量が籾で50

万トン前後で推移している。（表4-5、表4-6）

　単収は、籾で約５トン/ha、精米で約３トン/haと熱帯稲作にあっては、決して低い水準で

はないものの、地域間差や農家間差が大きいとされ、近年、全体として、単収の伸びはみら

れない。

　耕地利用率は、稲作の中心で用水にも恵まれた北央部、北東部、北西部では比較的高いも

のの、その他の地域では水の問題等から低くなっており、全体としては、1.2程度である。

（表4-7）

　ドミニカ国では、国内消費量を国内生産で賄えず、５万トン程度を輸入に頼っており、面

積の拡大や単収の向上による国内生産の拡大が求められている。（表4-8）

　また、稲作によって期待される１ha当たりの粗収益（単価40～55US＄/125㎏×生産量４～

６トン＝約1,300～2,600US＄、聴き取りによる）に対し、生産コストは、約1,600US＄を要

しており、資材費等の節減による低コスト化が求められている。（表4-9）

表4-5　ドミニカ国における米の生産状況の推移（1990～1998）

作　付　面　積　（ha） 収　穫　面　積　（ha）
年　次

植　付 再生利用 畑　作 計 植　付 再生利用 畑　作 計
1990 93,614 2,721 1,681 98,016 89,929 2,935 1,475 94,339
1991 106,425 2,757 1,650 110,832 101,851 2,953 2,238 107,042
1992 105,316 4,702 1,325 111,343 107,496 2,457 1,326 111,279
1993 83,251 2,853 689 86,793 84,291 2,973 1,101 88,365
1994 85,269 4,611 531 90,411 75,958 3,463 1,162 80,583
1995 95,057 8,439 3,595 107,091 93,471 6,162 2,372 102,005
1996 91,164 10,313 244,7 103,924 90,984 9,559 2,520 103,063
1997 81,615 19,593 3,223 104,431 83,949 18,631 2,838 105,418
1998 88,433 20,890 1,671 110,994 88,131 20,199 1,989 110,319
平　均 92,238 8,542 1,868 102,648 90,673 7,704 1,891 100,268

籾　生　産　量　（ｔ） 単　　収　（籾ｔ/ha）
植　付 再生利用 畑　作 計 植　付 再生利用 畑　作 計
435,437 8,746 3,097 447,280 4.84 2.98 2.10 4.74
509,255 10,985 5,214 525,454 5.00 3.72 2.33 4.91
551,454 10,025 3,342 564,821 5.13 4.08 2.52 5.08
430,727 9,900 2,684 443,311 5.11 3.33 2.44 5.02
361,560 10,147 2,917 374,624 4.76 2.93 2.51 4.65
458,943 19,102 5,574 483,619 4.91 3.10 2.35 4.74
438,543 29,632 5,242 473,417 4.82 3.10 2.08 4.59
436,535 65,767 5,875 508,177 5.20 3.53 2.07 4.82
414,216 56,759 4,376 475,351 4.70 2.81 2.20 4.31
448,519 24,563 4,258 477,339 4.95 3.19 2.25 4.76

出所：SEA, Unidades Regionales de Planificación y Economía (URPE)
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表4-6　ドミニカ国における米の生産状況の推移（1990～1998）

表4-7　地域別の米の作付状況（1990～1998の平均）

　　　　 　　表4-8　米の輸入状況　　　　　　　　　表4-9　稲作の生産コスト（1999）

年　次 作付面積(ha) 収穫面積(ha) 生産量(精米ｔ) 単収(精米ｔ/ha)
1990 98,016 94,339 290,981 3.08
1991 110,832 107,042 342,730 3.20
1992 111,343 111,276 354,308 3.18
1993 86,793 88,365 288,247 3.26
1994 90,411 80,583 244,082 3.03
1995 107,091 102,005 314,675 3.08
1996 103,924 103,063 308,192 2.99
1997 104,431 105,418 331,459 3.14
1998 110,994 110,319 309,925 2.81
平　均 102,648 100,268 309,400 3.09

作　付　面　積　(ha)
地域名

耕地面積
(ha) 植　付 再生利用 畑　作 計

耕　地
利用率

北中部 15,723 18,602 2,526 21,128 1.34
北東部 32,830 37,467 3,081 231 40,779 1.24
北西部 20,145 24,555 2,935 183 27,673 1.37
北　部 1,867 1,358 1,358 0.73
東　部 2,831 2,364 213 2,577 0.91
中　部 3,773 1,674 1,242 2,916 0.77
南西部 10,063 5,905 5,905 0.59
南　部 818 313 313 0.38
計 88,050 92,238 8,542 1,869 102,649 1.17

 

 

 

 

 

 

 

   表 4-6～表 4-8 

   出所：SEA, Unidades Regionales de  

      Planificación y Economía (URPE) 

 

項 目 費用(US＄/ha) 構成比 
直接費用 1,472.46 91.98 
 圃場準備 170.40 10.64 
 種 子 142.20 8.88 
 肥 料 192.14 12.00 
 雑草防除 133.74 8.35 
 虫害防除 40.48 2.53 
 病害防除 63.91 3.99 
 鼠害防除 7.12 0.44 
 貝害防除 12.09 0.76 
 労働費 341.66 21.34 
 収 穫 140.68 8.79 
 水利費 19.59 1.22 
 技術支援 21.94 1.37 
 支払利子 186.51 11.65 
間接費用 128.32 8.02 
 固定賃金 48.97 3.06 
 公租公課 4.35 0.27 
 その他 75.00 4.69 
合 計 1,600.78 100.00  

年 次 
輸 入 量 
ｔ 

輸 入 額 
千 USドル 

輸入単価 
US ドル/ｔ 

1994 907   
1995 35,639 9,121 256 
1996 2,815 1,055 375 
1997 76,317 36,420 477 
1998 56,841 25,237 444  
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２）稲作技術の状況

　ドミニカ国における稲の作付体系は、１期作（12～３月に移植または播種を行い、４～８

月に収穫）のあと、再度、移植または播種を行う２期作とする場合と、１期作の稲の再生力

を生かして再度生育させ収穫（いわゆるひこばえ利用）する場合（３回の収穫を行う場合も

ある）がある。

　近年は、再生力に優れた品種の出現もあり、再生利用が増加している。２期作の方が収量

性が高いものの、労力や生産コストの面での課題がある。

　品種については、民間会社が育成した「PROCEQUISA４」が再生力に優れ、耐病性も比

較的高いことなどから、ここ２、３年で急激に作付が増加しており、全体の８割程度を占め

ている。それ以前は、国立稲作試験センター（CEDIA）が育成した「Juma57」などの

Jumaシリーズが大半を占めていたとのことである。

　直播栽培と移植栽培の割合は半々とのことである。直播栽培の方が省力性に優れるもの

の、大きく増加しない理由は、均平でない圃場が多いこと、いわゆるジャンボタニシの食害

問題、雑草の問題という。（表4-10参照）

　施肥や病害虫防除については、化学肥料や農薬といった資材が多く使用されている。とり

わけ、病害虫防除については、殺貝や殺鼠剤を含め、日本では劇薬指定（例えば、ジャンボ

タニシ用のhidroxil de Estano）と考えられる剤などが使用されている。防除のために農薬

が乱用されていると状況にもあり、今後、発生予察に基づいた防除や耕種的な防除など、効

率的かつ総合的な防除技術の確立・普及が必要である。特に問題となっている病虫害等は、

ジャンボタニシ、ダニ、ねずみ、糸状菌等であるという。（付属資料６．）

　機械利用については、収穫作業はコンバインが普及しているが、耕起・整地や移植作業等

では機械化が進んでいないとのことである。特に、施肥や直播については、手作業というこ

とであり、作業精度や省力化の観点から、背負式動力散布機等の導入が望まれる。

　今回のプロジェクトの主たる技術課題である圃場内の水管理については、一般に、常時入

水・湛水状態、いわゆる掛け流し的な方法もとられており、必要以上の水が費やされてい

る。地域によっては、水路の上流域では水が豊富であっても、下流域では水が不足している

という状況もみられるという。試験研究では、間断灌漑といった技術も意識されているもの

の、生育ステージや栽培管理作業に応じた水管理はなされていない状況にある。特に、農薬

や肥料の撤布にあたっても、水管理でかけ流し的な対応がされているため、農薬や肥料の施

用効果が落ちるばかりでなく、河川等への流出により、環境面への影響も懸念される。
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表4-10　ドミニカ国における水稲の一般的な栽培法（CEDIA職員からの聴き取りによる）

３）技術指導者の状況

　農業者に対する技術指導者は、普及組織や試験研究機関を有する農務省（SEA）が主であ

るが、農地管理面から農地庁（IAD）、水管理面から水利庁（INDRHI）も実施している。

政府の機関のみならず、肥料等の民間会社によっても行われている。

①　農務省の普及事業は、稲作主体の灌漑地域、工芸作物と牧畜主体の乾燥平坦地域、自給

生産主体の山間傾斜地域の３地域に分けて、技術援助を行っている。

　普及員数は約1,000名であり、約３割が灌漑農業を担当している。１普及員当たりの活

動対象は、平均で５村、12グループ、農家200戸、農地500haという。

　普及方法は、巡回指導、展示圃の設置、講習会の開催などである。移動手段の不備など

により、十分に活動成果をあげてはいないとの評価もある。

②　農地庁は、土地を持たない農民の入植事業を行っており、具体的には、土地の買収、入

植地の整備、入植者への土地の配分、資金の貸付、指導、入植地の管理などを行ってい

る。入植区ごとに１名の入植管理技術者と補助員を１～２名配置し、指導を行っている。

作業項目 時　　期 使用機械・資材等 備　　考
耕起・整地 11 月中～12 月中 耕耘機、トラクターまたは馬 １～２日/戸で実施
入水、代かき 12～3月 耕耘機、トラクターまたは馬
播種または田植 12～3月 播種：手播き

田植：手植え、一部田植機
代かき後すぐに播種または田植
播種：芽出しした種子を使用
田植：稚苗～中苗を使用

貝害防除 播種等の前日 OH (hidroxil de Estano) タニシ被害の多い地域
施　　肥 ①植付 10 日後

②植付 30 日後
③植付 75 日後

手撒き　化学肥料
手撒き　化学肥料
手撒き　硫安または尿素

N-P-K　15-15-15　40 ポンド/タレア
N-P-K　15-15-15　40 ポンド/タレア

５～15 ポンド/タレア
出穂は植付後 90～120 日

病害虫防除 虫害　３～４回
病害　３～４回

動力噴霧機 農家により差あり

一

期

作

収　　穫 ４月末～８月 ほとんどがコンバイン利用
植付後 120～150 日

再生稲利用する場合の刈取高さは、
10～15 ㎝

施　　肥 ①刈取 15 日後
②出穂前

手撒き　化学肥料
手撒き　硫安または尿素

N-P-K　15-15-15　40 ポンド/タレア
５～15 ポンド/タレア

病害虫防除 虫害　２～３回
病害　２～３回

動力噴霧機 農家により差あり

収　　穫 ８月～11 月 １回目収穫後 100 日程度 収量は１回目の 60％程度

再

生

稲
同様にして、さらに再生力を生かして、３回目の収穫を行う場合もある。
耕起・整地
代かき

６月～７月 一期作と同様 一期作と同様

播種または田植 ６月中～８月中
施　　肥 ３回程度
病害虫防除 虫害　２～３回

病害　２～３回

二

期

作
収　　穫 10 月～12 月 植付後 120 日程度 収量は、一期作の 80％程度
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③　水利庁は灌漑設備の保守管理とともに、生産者水利組合の育成、管理移管、水利用技術

の向上指導を行っている。

　農学系職員が約180名いるが、灌漑施設の維持管理が主で、圃場レベルの指導は不十分

である。

４）試験研究の状況

　試験研究は、農務省が所管する国立稲作試験センター（CEDIA）で行われている。CED

IAでは、品種改良、栽培、灌漑、土壌肥料、植物防疫、機械化等に関する試験研究、技術移

転及び育成した品種の種子生産を行っている。（付属資料７．）

　研究員数は約20名、２つの分場を含め約90haの圃場を有し、必要に応じて現地試験も行わ

れている。

　当施設は、設立当初から台湾による指導がなされており、特に、品種改良に関しては、台

湾技術者の寄与が大きい。現在は２名の技術者が派遣されており、品種改良と機械を担当し

ている。今回のプロジェクトの中心事項である灌漑部門や課題の多い植物防疫部門について

は、台湾技術者との調整の必要はないとのことである。

５）研修活動の状況

　研修施設は、①農地庁が所管するサンティアゴの研修施設（CECARA）、②水利庁が所

管しているバニーの灌漑排水研修センター（CENACID）、③農務省が所管するボナオ稲作

研修センター（CENACA）の３施設がある。

　このうち農地庁の研修施設は、指導者や入植者の研修を実施してるが、水利庁の研修施設

は、十分な機能を果たしていないということである。

　農務省の稲作研修センター（CENACA）は、指導者や農業者を対象とした研修を実施し

ており、1999年は、30回の行事が行われているが、1999年は普及員への稲作研修コースを実

施していないなど、年によって活動内容が異なり、体系的な研修が行われているとはいえな

い。（付属資料８．）

　CENACAの活動は、隣接するCEDIA及び稲作振興部（DFA）との連携により行われるも

のが多い。

　職員は約20名、講義室２室、食堂（60名分）、宿泊施設（40名）、自家発電装置等を備え

ている。

　研修の講師は、CEDIAやCENACAの職員のほか、研修に応じて、大学、民間会社、先進

的農家からも要請している。

　圃場実習は、CEDIAの圃場を主に利用しており、自ら所有する圃場（１ha）はあまり利

用されていない模様である。

　テキストは、その都度、講師となる者が用意している。以前のものを使うこともあり、体
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系的なテキストが整備されていない。

　水利庁など他の組織と連携した研修も行われている。

　稲作に関する研修項目は、稲作の状況、稲の生理・生態、整地、播種・育苗、病害虫防

除、貝害防除、雑草防除、施肥等であり、水管理方法に関するものは少ない。

(2) 想定される活動

　ドミニカ国の稲作は、ある程度の水準にあると考えられるが、水管理方法や病害虫等の防除

対策などについて、多くの課題を抱えており、ドミニカ国側からも特にそういった面での支援

を日本側に求めている。

　栽培に係る日本人専門家の活動内容等については、 ①ドミニカ国の稲作に係る詳細な現状調

査、②地域条件に応じた適切な水管理方法などの栽培管理技術に係る改善事項の整理、 ③研修

教材の作成、モデル実証圃の設置、ドミニカ国側の研修講師の養成による研修実施への支援、

具体的には、表4-11に掲げるような事項が考えられる。

表4-11　活動内容と方法

(3) 活動にあたっての留意すべき事項

１）栽培に係る日本人専門家の活動にあたっては、ドミニカ国政府内に稲作の試験研究・普

及・研修に係る既存組織があることから、各機関と十分に連携することが円滑な活動を行う

うえで重要である。

　特に、モデル地区における調査圃やモデル実証圃の設置については、普及組織との連携、

活　　動　　内　　容 活　動　方　法 活動期間の目安

現状調現状調現状調現状調査査査査

・モデル地区を中心に、ドミニカ国の稲作の栽培方法、

　生育状況、生産性等に関する調査

調査圃の設置、現地巡回調査、

既存データの収集・分析等

１～２年目

水管理技術水管理技術水管理技術水管理技術のののの組組組組立立立立

・生育ステージ、生育程度、農作業（施肥、農薬散布等）

　に応じた適切な水管理技術の確立

比較実証圃の設置、現地調査、

既存データの収集・分析等

１～３年目

栽培管理技栽培管理技栽培管理技栽培管理技術術術術の組の組の組の組立立立立

・効果的な病害虫防除法など地域条件に適した栽培管理

　技術の確立

比較実証圃の設置、現地調査、

既存データの収集・分析等

１～３年目

研修教材の研修教材の研修教材の研修教材の作作作作成成成成

・水管理方法や栽培技術全体に関する研修用教材の作成

組み立てた技術の整理、

視聴覚機器の活用

２～３年目

モデル実証モデル実証モデル実証モデル実証圃圃圃圃におにおにおにおけけけける技術る技術る技術る技術実実実実証証証証

・組み立てた技術の現地実証

モデル実証圃の設置、

担当農家指導、生育状況等調査

４～５年目

研修講師の研修講師の研修講師の研修講師の養養養養成成成成 講師候補者と連携した調査、

研修教材の作成等

研修の実施

３～５年目
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比較実証圃の設置については、設置場所も含めCEDIAとの連携が不可欠である。

２）研修の対象者についても、農務省、水利庁、農地庁の各機関の指導者、水利組合代表者、

一般農家等、多様な者が想定されることから、そういった点を念頭において、研修教材の作

成等を行う必要がある。

３）適切な水管理方法を実証するモデル実証圃の設置にあたっては、現地（ヒママルヘン左岸

地区）の圃場の条件が水口から水尻まで２ha程度の区画で、その中が畦畔で仕切られて利用

されていることに留意する必要がある。大きな地主所有の圃場は、その区画を１戸が利用し

ており、栽培管理も一定であるが、入植地においては、１つの区画を数戸が利用しているこ

とから、実証圃設置にあたっては、合意形成が前提となる。

４）派遣される専門家については、稲作に関する広い知識を有して者が望まれるが、特に、病

害虫や貝害の対策の検討については、専門的な知識が要求されることから、必要に応じて、

短期専門家の派遣も考慮すべきではないかと思われた。

５）活動に必要な機材等としては、表4-12のものが考えられるが、具体的には、既存機材の所

有状況など、現地の状況について、さらに、調査・検討する必要がある。

表4-12　必要な機材等

活　動　内　容 考えられる必要な活動用機材等
現状調査 ・現地巡回用車両（ライトバン）

・調査圃掲示板
・生育、収量・品質調査用機器
・調査結果分析用コンピューター

水管理等栽培管理技術の組立 ・比較実証圃における用排水機能の整備
・比較実証圃掲示板
・診断用機器（病害虫、土壌等）

研修教材の作成 ・視聴覚機器、コンピューター
モデル実証圃における技術実証 ・モデル実証圃における用排水機能の整備

・モデル実証圃掲示板
・視察研修用マイクロバス
・省力作業用機械（動力散布機等）
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５．プログラム実施上の留意点５．プログラム実施上の留意点５．プログラム実施上の留意点５．プログラム実施上の留意点５．プログラム実施上の留意点

(1) カウンターパート配置の確認

　2000年５月の大統領選挙を控えている事情から、本調査では水利庁側が具体的なカウンター

パート（C/P）候補者を明らかにすることを避けており、具体的な候補者をリストアップする

ことはできなかった。新政権発足後、プロジェクトの組織的位置づけと併せて実施調査団派遣

前に候補者の確認を行い、実施協議時にC/P（候補者）を確認する。また、農務省に対しても

同様に栽培分野でのC/P候補者について確認する。

(2) 組織的な位置づけの再確認

　本調査において、プロジェクトを水利庁の「組織研修部」の直轄にすることをドミニカ国側

に提案し、合意を得られたが、現時点においては、「組織研修課」であるため、今後の組織上

の改変を確認する必要がある。プロジェクトは少なくとも部のレベルの管轄下に位置づけるの

でないと、プロジェクトの実施上、支障を来たす可能性が強い。「組織研修課」の状態でプロ

ジェクトを位置づけるのは望ましくない。

(3) 予算計画の確認

　プロジェクト方式技術協力実施の条件としてドミニカ国側のとるべき予算措置についても本

調査において確認したが、新政権発足後、水利庁のプロジェクトへの予算計画を確認してい

く。

(4) 施設（研修施設、モデル地区等）整備計画の確認

　プロジェクトのメインサイトについては、水利庁旧館の１区画を改修して使用する予定だ

が、同執務室の工事実施について再度確認し、具体的な部屋割、工事日程について検討し、現

地の個別専門家の協力をもとに準備を進めていく。

　また、サブサイトとなるボナオの農務省所管国立稲作研修センターについては、すでに改修

工事が進めれており、工事の進捗を確認していく。また、同研修センター内の水利庁（プロ

ジェクト）の執務スペースを割り当てることについては、ドミニカ国側から実現が容易とのコ

メントが得られたため、ミニッツにおいて確認したが、これについても実現に向けて交渉、手

続きを進めていく必要がある。

　また、モデル地区として想定しているリンコンダム灌漑区の灌漑施設については、PROMA

SIRによって実施されるリハビリ事業をモデル地区選定の必要条件として捉え、工事の進捗を

確認していく。
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(5) 日本側プロジェクト基盤整備事業に係る内容、規模等の確認

　今回の調査においては、ドミニカ国側が無償資金協力と混同するのを避ける意味でも、プロ

ジェクト基盤整備事業の実施可能性については説明しなかった。

　現有する施設以外の研修施設やモデル地区におけるプロジェクト活動実施上必要不可欠なイ

ンフラ整備の具体的な計画について、実施協議調査時に調査・確認する。

(6) 供与機材リスト作成のための準備

　プロジェクト開始後に迅速な機材調達が可能になるように、実施協議調査時に具体的な供与

機材リストを作成する。

(7) プロジェクト開始時期の確認

　相手国側の実施体制の状況によって、実施協議調査団派遣の時期を検討して行く必要がある

が、現時点においては、８月の政権交代後に実施体制を確認し、10月には実施協議調査団を派

遣して討議議事録（Record of Discussions: R/D）を締結し、2001年の２月から３月の開始を

目標に準備を進めていく。

(8) 基本計画、暫定実施計画（TSI）の確認

　実施協議調査団において、本調査の結果を再確認し、プロジェクト基本計画と暫定実施計画

（TSI）を確認する。
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６．総　　括６．総　　括６．総　　括６．総　　括６．総　　括

(1) プロジェクト目標及び活動内容

　プロジェクト目標は、農民水利組織が水利庁から移管された水利施設を適切に維持管理し、

公平かつ効率的な水利用により収益性の高い農業を指導できるだけの能力を備えることにあ

る。このため水利庁は水利組織に対し、以下の５つの分野で必要な研修を提供することとし、

国際協力事業団は研修プログラムの策定、研修教材の開発、研修講師の育成、モデル的な研修

の実施に必要な技術協力を行うものとする。

１）水管理（灌漑計画、灌漑方法、配水）

２）水利組織作り（灌漑区等）

３）灌漑施設の維持管理（維持管理、操作、軽微な修繕）

４）管理システム導入・開発（コンピューターソフト等）

５）栽培技術（基幹灌漑作物についての栽培技術）

　なお、栽培技術については農務省普及局の行っている栽培普及の関係者と連携する必要があ

る。

　また、これらの研修は、世界銀行及び米州開発銀行が行う行財政、法制度面での研修と連携

する必要がある。

(2) 研修施設及び実証圃場等の確認

　サント・ドミンゴから70㎞（車で１時間前後）のボナオ市にある農務省の稲作研修センター

（CENACA）は、プロジェクトの研修センターとして十分活用可能な設備となっており、ま

た、隣接する同省の国立稲作研究センター（CEDIA）は２つの分場を含めて約90haの試験圃

場を有し、研修施設として適していると確認された。かつ、ボナオ地方は、ドミニカ国の稲作

の中心地帯であり、モデル圃場及び灌漑区の組織づくりのモデルサイトとしても適した地区と

確認された。

　なお、研修施設については、農務省から水利庁への所属替えも確認された。さらに、栽培技

術の活動については、農務省の栽培普及部門の協力を得られることも確認された。

(3) プロジェクトの枠組み

　研修プログラムの策定にあたっては、水利組織の実態を踏まえたニーズの確認や関連機関と

の連携が必要であり、また水利庁の研修担当部局の拡充や講師候補となる職員の資質向上を図

る必要がある。このため専門家をサント・ドミンゴの水利庁本部に派遣し、ボナオ市の

CENACAを拠点に研修を実施する。
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　プロジェクトの実施期間は５か年とし、専門家の構成は、リーダー、調整員、水管理/組織

化、施設管理/管理システム導入・開発、栽培技術（稲作）の５名体制とする。

(4) 団長所感

１）研修施設

　ドミニカ国から要請のあった無償資金協力案件の不採択ということを前提に、研修拠点に

ついて、同国側から再要請されていたサンティアゴ市（農地庁研修施設：CECARA）とボ

ナオ市（農務省稲作研修センター：CENACA）のどちらが妥当か、ドミニカ国側意見・要

望、現地調査等を踏まえ、調査団で各種比較検討した結果、以下の各点からボナオを拠点と

することが適当という考えに達した。

①　ボナオがサント・ドミンゴ（水利庁）に近く、適任なカウンターパート（C/P）が確

実に確保されていること

②　CENACAの施設がすでにかなり整備されていること

③　CENACAの周辺に、水利庁の指導・融資を受けて灌漑区の組織作りが、優先的に進

められている「受益者による灌漑システムの管理計画」（PROMASIR）の地区がある

こと

④　水利庁のうちにプロジェクト室が確保できること

　ドミニカ国側もこれに同意したことから、CENACAを研修拠点とすることが妥当と考え

る。

　以上のプロジェクトサイトの検討を含め、今回の短期調査の結果を集約すると次のように

なる。

・プロジェクトオフィスはサント・ドミンゴの水利庁内とし、新たに設置される組織研修

部の「日本・ドミニカ」プロジェクト室（仮称）長が専任となり、室長の外４名のC/P

が専任となる。うち少なくとも１名は、農務省の栽培普及専門家とする。

　なお、事務室は、水利庁旧館２階、約百数十㎡を予定している。

・プロジェクトサイトはボナオとし、現地オフィスとして水利庁の「研修施設」を新たに

設けると同時に、既存のCENACAの研修用施設を活用することとする。

現場専任のC/P・スタッフは施設長を除き４名の専任を置く。うち２名は、農務省の普

及専門家とする。

・モデル灌漑区～モデル圃場は、ボナオ圏の農民組織化事業対象区のリンコンダム灌漑区

とする。

・日本側専門家体勢は、プロジェクト開始～終了まで５名体勢とする。

・システム導入・開発は、プロジェクト協力分野とし、担当は短期専門家まで含めてR/D
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締結時に定める。

・ボナオとサント・ドミンゴの距離は、約70㎞で車でほぼ１時間であり、高速道路も整備

されており、十分通勤可能である。さらに、簡易ではあるが宿泊施設もすでに用意され

ている。

・農務省の協力を明確にするために、ドミニカ国側署名者は、水利庁長官に加え新たに農

務大臣も加えた。

　このように、プロジェクトの基本構想は、今回の調査で概定されたと考えている。

２）実施協議調査時期については、2000年５月の大統領選挙、８月の政権交代と伴う水利庁幹

部の異動を考えると、2000年の９月～10月頃が適当ではないかと考えられる。





付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ（英文・西文）

２．PCMワークショップ参加者

３．PDM（英文・和文）

４．モデルサイト比較表

５．農畜産分野調査報告書（Sector Agropecuario）

６．稲作の主要病害虫等

７．国立稲作試験センター（CEDIA）

８．農務省国立稲作研修センター（CENACA）

９．その他資料

10．施設管理関係参考写真
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